
景観形成計画

有田内山の地域・地区の考え方

Ⅲ 有田内山の都市景観形成
１ 地域・地区及び基準の見方

この条例に基づいて、地元住民の意見を反映させながら、歴史的都市

景観の形成、歴史的風致の保全、伝統的町並みの保存を進めるため、有

田内山地区では、次の三つの地域を定め、それぞれ適切な方針を立てて、

有田らしい都市景観形成を図っていこうと考えています。

風致保全地区 風致保全地区

歴史的景観形成地域

伝統的建造物群保存地区
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許可基準表等の見方と申請の方法

地域・地区の基準に対応します。

風致保全地区 ……………… 届出

歴史的景観形成地域 ……… 届出

□－景観形成基準（表１）

■－保全基準（表４）

伝統的建造物群保存地区 … 許可申請

○－許可基準（表２）・修景基準（表３）

●－修理基準（表４）

風致保全地区

歴史的景観形成地域

伝統的建造物群保存地区

地域・地区と建造物の位置づけ

風致保全地区 ………………該当なし

歴史的景観形成地域 ………□非指定建築物等

………………………………■指定建築物等

伝統的建造物群保存地区 …○非伝統的建造物

………………………………●伝統的建造物

（本人の同意により特別に指定したもの）

風致保全地区

歴史的景観形成地域
□非指定建築物等 ■指定建築物等

伝統的建造物群保存地区
○非伝統的建造物

●伝統的建造物（本人の同意により特別に指定したもの）

▼
▼

▼

▼

▼

▼

風致保全地区 届出

歴史的景観形成地域 届出

□非指定建築物－●景観形成基準（表１）■指定建築物－●保全基準（表４）

伝統的建造物群保存地区 許可申請

○非伝統的建造物－許可基準（表２）

修景基準（表３）

●伝統的建造物－修理基準（表４）
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